
1　保健師による相談 　　 ※令和7年度は4月から12月までの実績

２　専門医による相談
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令和5年度 44 116 116 - 12 36 - 12 19 37 － － － - - － - - - －

令和6年度 48 125 125 - 9 29 - 12 21 54 6 20 20 - - - - - 2 18

令和7年度 33 121 121 - 7 39 - 15 31 29 5 12 17 - 2 - - 3 8 4

3　講演会 ※資料10-2

※資料10-3

5　措置入院患者退院支援後ガイドラインに基づく支援　　

●精神保健福祉法に基づく通報受理件数
23条（警察官） 24条（検察官）

令和5年度
令和6年度
令和7年度 77
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参加者数

令和7年12月22日

市障害福祉主管
課、重層的支援体
制整備事業関連部
署、生活困窮者支
援関連部署、精神

科病院

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築の推進に向けて
〜キーパーソンのいない本人の危機的状況を
どのようにチームで支えていくか～

15

150
111

対象者

開催日 対象者 テーマ（内容）

4　地域精神保健医療福祉連携会議

家庭訪問

面接相談

電話相談

関係機関連絡

148

220

557

-

110

217

556

－

令和5年度 令和6年度

実 延 実 延

精神保健福祉

年　度
実
施
回
数

実
人
数

延
べ
人
員

実
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回
数

精神保健医療相談 訪問相談（再掲）

内訳 内訳

実
人
数
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令和7年度

実 延

111 437393

844

3,083

6,043

574

908

3,546

7,302

227 833

530 3,252

- 5,522

参加者数

令和7年９月３０日 関係機関職員
お酒の課題を抱える方への気持ちと対応を学
ぶ～身近な支援者ができること～

53

テーマ（内容）開催日

資料１０－１



1　保健師による相談件数 ※令和７年度は4月から12月までの実績

※市が作成する在宅人工呼吸器使用難病患者における災害時個別支援計画作成への支援を含む

2 療養支援計画策定・評価委員会

3 講演会・交流会 ※資料10-4

4 難病対策地域協議会

開催日 参加者数対象者 テーマ（内容）

令和8年1月22日

地区医師会（北多
摩、立川市、国分
寺市）、市障害福
祉主管課、地域包
括支援センター、
訪問看護ステー
ション、居宅介護
事業所、患者・家

族会等

北多摩西部保健医療圏難病対策地域協議会
「若年の在宅神経難病患者の現状と課題」

24

令和７年10月2日

関係機関連絡 - 2,353 -

テーマ（内容）

患者・家族
「ＡＬＳとの付き合い方と生活の工夫について」

交流会を中心に実施

3,011 - 1,891

開催日 対象者 参加者数

20

在宅難病患者に対し、専門医療機関や地域の医療機関、市保健福祉部署等との連携を図り、
個々の患者に応じた療養環境の整備、各種サービスの適切な提供等を目指し、支援方針の共有
化を図っている。令和７年度は7回開催した。

123 326

96

電話相談 188 1,133 184 1,293 180 990

面接相談 39 108 29 131 19

家庭訪問 118 420 132

特殊疾病対策

令和５年度 令和６年度 令和７年度

実 延 実 延 実 延

489



※令和7年度は4月から12月までの実績

1　保健師による相談件数（心身障害　長期療養児　乳幼児・妊産婦等母子）

2　東京都在宅重症心身障害児（者）等訪問事業利用者数

3  療育相談事業
※資料10-5

開催日

令和7年11月13日

参加者数

19名
（保護者・児８
名、市等11

名）

テーマ（内容）

医療的ケア児と重症心身障害児とその保護
者のために　就学前の子育てのいろいろみ
んなで話してみませんか
～子育て、医療的ケア、兄弟姉妹のこと、い
ろいろ～

対象者

管内６市在住の未就学
の医療的ケア児や重症
心身障害児と保護者、
市職員等

8234

延実

令和７年度

-

26248

1411

母子保健

令和５年度 令和６年度

実 延 実 延

在宅重症心身障害児や医療的ケア児(注)の健康を保持するとともに安定した家庭療育を確保し、
児と家族の福祉の向上を図るため、社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会、西部訪問
看護事業部と連携した看護と療育を支援するとともに、在宅療養児（者）に対する相談を行ってい
る。事業利用者は令和５年度は25名、令和６年度は21名、令和7年度は22名である。
（注）　医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けること
が不可欠である児童をいう。

34 100

- 1,118

面接相談 11 22 14 29

電話相談 44 294 49 330

848

家庭訪問 34 95

関係機関連絡 - 1,005


